
職員の給与はどうやって決まっているの？ 
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給
与
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職
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数
だ
ね
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図
や
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っ
て
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解
説
し
て
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こ
う
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問い合わせ先 
■給与・勤務時間・休暇については  
　勤労課2211-2082 
■職員数・人件費・服務については  
　人事課2211-2072 
■研修については  
　自治研修センター2866-3666
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●職員に支給される手当（22年4月1日現在） 
区分 内容 

※このほか、通勤手当、単身赴任手当、勤務の実績に応じて支給される時間外・休日・夜間勤務手当、管理職員特
別勤務手当、医師に支給される初任給調整手当があります 

扶養親族のある職員に配偶者14,800円、配偶者以外は一人7,000円～8,000円を支給 

市内勤務の職員に給料・扶養手当・管理職手当の合計額の3％を支給 

借家は27,000円を上限に家賃に応じて支給。持ち家は9,700円を支給 

民間のボーナスに当たるもの。年間4.15月分を支給 

扶養親族の有無などに応じて、44,000円～116,800円を支給 

課長職以上に対し、給料の20％～25％を支給 

下水処理や有害物取り扱いなどの危険・不快・不健康な業務などを行う職員に支給 

扶養手当 

地域手当 

住居手当 

期末・勤勉手当 

寒冷地手当 

管理職手当 

特殊勤務手当 

 

370人 

467人 
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●国の給料（月額）の水準を100と 
   したときの割合（ラスパイレス指数） 
　（21年4月1日現在） 
 

給与などの状況（月額） 
（22年4月1日現在） 

民間企業の給与に合わせて決定しているよ。 

18政令指定都市 
の中で13番目 

　
市
職
員
の
給
与
は
、
民
間

企
業
の
従
業
員
の
給
与
な
ど

を
考
慮
し
て
決
め
ら
れ
ま
す
。
 

　
具
体
的
に
は
、
人
事
委
員

会
が
民
間
企
業
と
市
職
員
の

給
与
を
調
査
・
比
較
。
そ
の

結
果
を
基
に
市
長
と
議
会
に

勧
告
を
行
い
ま
す
。
市
長
は

そ
の
勧
告
を
踏
ま
え
て
議
会

に
見
直
し
案
を
提
出
。
議
会

の
審
議
を
経
て
、
給
与
が
決

ま
り
ま
す
。
 

給与が決まるまで 

■平均給与（行政職） 
　375,024円 ※平均年齢42歳 
■初任給 
　大学卒169,200円 
　高校卒141,100円 
■特別職の給料・報酬 
　市長1,280,000円 
　議長1,040,000円 

人事委員会 
市長から独立した給与や人事の専門機関 

見直し案の提出 可決 

民間事業所の 
平均給与 
従業員が50人以上 
の事業所を調査 
 

市職員の 
平均給与 
市職員の給与を 
調査 

比較 

議会 

市職員の給与が決定 

市長 

勧告 

22年度は？ 

　　　 民間従業員の給与（月額） 
　　ー） 　  市職員の給与（月額） 
 155円 

 

給与の較差がわずかであるため、給
与水準改定の勧告は見送り。ただし、
期末・勤勉手当は0.2カ月分引き下げ
を勧告（平均年間給与は7.4万円の減）。 

A

ね
ぇ
、は
か
せ
。 

市
の
職
員
の
給
与
や 

人
数
に
つ
い
て 

聞
い
て
も
い
い
か
な
？ 

まーくん 

はかせ 

※給与とは、給料と手当を合わせたもの 
 

約143万円 
減少 
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